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 はじめに 

 

 岩手県では、平成７年に公共関与型産業廃棄物処理施

設である「いわてクリーンセンター」を整備して、産業

廃棄物の適正処理を推進してきましたが、同センターの

最終処分場は、東日本大震災による災害廃棄物の受入れ

などにより、埋立終了時期が発災前に比べて４年程早ま

り、平成 33 年頃になる見込みとなりました。 

当委員会は、次期産業廃棄物最終処分場の整備候補地を

選定するために平成 25年６月に設置され、全県から 115 か

所の調査対象地を抽出した後、段階的に絞り込みを行い、

第５回委員会で５か所の整備候補地を決定しました。 

この間、委員会の審議過程を可能な限り県民に公開する

など、オープンな議論を行ってきました。 

 最終的に選定された５か所の整備候補地は、すべて最終

処分場を建設しても、立地条件等の点で問題ない場所です。 

公共関与による最終処分場は、県内で発生した産業廃棄物

の適正処理の推進、県内の産業振興の支援、災害廃棄物等、

市町村では処理が困難な廃棄物の最後の受け皿として、なく

てはならない施設であります。 

県においては、産業廃棄物最終処分場の必要性や選定経

過を丁寧に説明して、地域住民の御理解を得ながら、速や

かに最終候補地を絞り込んでいただきたいと思います。 

 

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備候補地選定委員会 

委員長  豊島 正幸 
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第１章 候補地選定に係る背景及び方針等 

第１節 岩手県内の産業廃棄物処理の現状 

 

１ 背景 

  岩手県は、産業廃棄物の適正処理のモデルとして、平成７年に公共関与型廃棄物処理施 

設である「いわてクリーンセンター」を現在の奥州市江刺区に完成させ、現在まで運用し

てきている。同センターは、全国初の廃棄物処理センターとして整備され、管理型産業廃

棄物最終処分場としては実質的に県内唯一の施設となっている。 

  岩手県内ではその後も同センター第２期処分場やＰＦＩ事業による焼却処理施設「いわ

て第２クリーンセンター」（九戸村）が整備され、県内の産業廃棄物の適正処理に貢献し

ている。 

  一方、東日本大震災で発生した災害廃棄物を受け入れたことなどにより、最終処分場の

埋立終了時期が、発災前の予定よりも４年程早い平成 33 年頃になると見込まれている。 

 

２ 産業廃棄物の処理状況 

  平成 22 年度に県内で発生した産業廃棄物は 184 万５千ｔで、うち再生利用量が 103 万

６千ｔ、焼却処理による減量化量が 74 万２千ｔとなっている。発生量の 3.6％にあたる

６万７千ｔが最終処分されており、管理型最終処分場への埋立量の 98％を占める４万１

千ｔがいわてクリーンセンターで処分されている。 

 

３ 自県（圏）内処理の原則 

  本県では、県内で発生した産業廃棄物を県内若しくは適正に処理が行われていることを

確認しやすい自県（圏）内（青森県、秋田県、岩手県）で処理することを原則とした「循

環型地域社会の形成に関する条例」を制定している。埋立処分対象物については今後も極

力自県内で処分していくことを目指しており、産業廃棄物の適正な処理体制を長期安定的

に維持していくために、次期公共関与型産業廃棄物最終処分場（以下、「次期最終処分場」

という）整備が急務となっている。 

 

４ 次期最終処分場候補地検討の進め方 

  上記の現状に鑑み、本県では県内の産業廃棄物の適正処理を推進していくため、次期最

終処分場の建設を目指していく必要がある。 

  次期最終処分場候補地検討（以下、「本検討」という。）では、最終処分場の建設に相応

しい各種立地条件を明らかにし、適正な手順で透明性を確保しながら、次期最終処分場の

候補地を選定していくものである。 
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第２節 産業廃棄物最終処分場整備基本方針 

 

  県内の産業廃棄物の動向や次期最終処分場に求められる姿を明らかにするため、本県で

は平成 24 年度に「産業廃棄物最終処分場整備基本方針（以下、「基本方針」という。）」を

定めている。 

  基本方針の中で、次期最終処分場に望まれる姿は以下のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-２-１ 基本方針の概要 

 

表１-２-１ 想定スケジュール（基本方針策定時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆処理対象物   ：廃石膏ボード､燃え殻､ばいじん､汚泥等（いわてクリーンセン

ターと同様） 

◆埋立容量    ：約 66万㎥（１期分として 15年：年間量４万４千ｔと想定） 

※災害や経済状況の変化には拡張で対応 
※２～３期分を確保（130～200万ｍ3・30～50ha） 

◆供用開始年度  ：平成 33年度を想定 

◆付帯設備    ：当初は焼却施設等を建設しないが、将来のため用地は確保 

◆候補地選定方法 ：外部有識者による委員会において選定 

◆候補地選定範囲 ：県内全域 

産業廃棄物最終処分場整備基本方針の骨子 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33

基本方針検討委員会

基本方針策定 ★

市町村協議

候補地調査

事業方式・主体検討

整備候補地選定委員会

候補地決定(複数⇒1) ★ ★

住民説明・地元了解

基本計画

用地測量

用地取得交渉

環境影響評価

実施設計

建設工事

供用開始 ★
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第３節 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備候補地選定委員会 

 

１ 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備候補地選定委員会 

  基本方針に則り、公共関与型産業廃棄物最終処分場整備候補地選定委員会（以下、「委

員会」という。）を設置し、本検討を進めた。 

  委員会の委員構成は次表のとおりである。 

 

表１-３-２ 委員会委員一覧 

 

２ 委員会の開催日  

  第１回 ： 平成 25 年 ７月 19 日 

  第２回 ： 平成 25 年 ９月 26 日 

  第３回 ： 平成 25 年 12月 26 日 

  第４回 ： 平成 26 年 ５月 13 日 

  第５回 ： 平成 26 年 ８月 ４日 

  

(五十音順）

氏名 所属 役職名 専門分野等

豊島　正幸
(委員長)

岩手県立大学
総合政策学部長
(教授）

自然地理学､土地・水資源利用､
水循環

颯田　尚哉
(副委員長)

岩手大学 農学部教授
環境動態解析 ､土木環境システ
ム､農業環境工学

東　淳樹 岩手大学 農学部講師 保全生物学､動物生態学

大河原　正文 岩手大学 工学部准教授 地盤工学､土質力学

小笠原　早知子
(一社 )岩手県医師
会

業務課長 排出実態と動向､排出業者の意向

笹尾　俊明 岩手大学
人文社会科学部准教
授

環境経済学､廃棄物経済分析

茅野　恒秀 ※ 信州大学 人文学部准教授 社会学､環境影響評価･環境政策

千葉　啓子 岩手県立大学 盛岡短期大学部教授 環境影響評価､水防

中道　法子
(一社 )岩手県産業
廃棄物協会

副会長
廃棄物処理の実態と動向､処理業
者の意向

山本　博
(一社 )岩手県建設
業協会

専務理事 排出実態と動向､排出業者の意向

※　平成26年３月までは岩手県立大学総合政策学部准教授
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第４節 候補地選定の進め方 

 

１ 本検討の進め方 

  本検討は以下の考え方・手順で実施した。 

 

 ⑴ 調査対象地（１次）の抽出 

法規制や具体の土地利用計画など、最終処分場建設を回避すべき事象がある区域を 

除外し、残った区域から必要な条件（面積、谷勾配、近隣住居からの距離等）を満たす

箇所を調査対象地（１次）として客観的に抽出した。 

これと並行して、市町村には整備適地と考えられる場所の推薦を依頼した。 

 

 ⑵ 調査対象地（２次）の選定 

２次選定では、立地を回避することが望ましい区域を設定し、調査対象地（１次）の

周辺土地利用状況について文献調査等を行い、周辺環境や安全性に係る条件に適合する

調査対象地を客観的に選定した。 

 

 ⑶ 調査対象地（３次）の選定 

３次選定では、調査対象地（２次）に施設を整備した場合に支障となり得る事象や施

設の立地上の利便性に係る項目について評価を行った。 

 

 ⑷ 整備候補地（４次）の選定 

４次選定では、調査対象地（３次）について、現地調査により景観・地質等を評価し

た後、除外されなかった調査対象地について相対的評価項目で評価した。その結果と３

次選定までに行った評価項目を踏まえて総合評価を行った。 

  

２ 選定過程の公表について 

選定過程は原則公開とし、選定方法、選定基準、各過程における選定結果等については

公開・公表することとした。 

また、希少動植物の生息・生育状況や検討途上における土地の詳細な位置など、公開さ

れることで公共の秩序の維持に支障を生じさせ、又は県民を混乱させるおそれがある情報

については、委員会の開催の都度、公開・非公開の別を決定することとした。 

さらに、検討途上において非公開とした情報であっても、本委員会における候補地選定

が終了した後に公開することが適当と判断した情報は、本報告書において公開することと

した。 
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図１-４-２ 整備候補地選定フロー 

立地回避区域の設定

１．基本条件の整理

２．整備候補地の選定手順の立案

３．調査対象地（１次）の抽出

委員会

・整備候補地の選定フロー ・整備候補地の選定スケジュール

調査対象地（１次）の抽出（115箇所）

第１回委員会

第２回委員会

４．調査対象地（２次）の選定

調査対象地（２次）選定基準の設定（除外項目での客観評価）

調査対象地（２次）の審議 第３回委員会

６．整備候補地（４次）の選定

調査対象地（４次）の審議

第４回委員会

第５回委員会

調査対象地（１次）の審議

調査対象地（２次）の選定（39箇所）

整備候補地の選定（５箇所）

①埋立容量②候補地選定範囲③候補地選定方法④付帯設備⑤運営主体

調査対象地（１次）抽出条件の設定（客観的抽出条件）

５．調査対象地（３次）の選定

調査対象地（３次）の審議

調査対象地（３次）の選定（10箇所）

市町村推薦適地の募集

文献調査

７．委員会報告

地図情報システム（GIS）データ化

調査対象地（３次）選定基準の設定（客観的評価と相対的評価）

文献調査 現地調査

調査対象地（４次）選定基準の設定（客観的評価と相対的評価）

現地調査
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第２章 候補地の選定過程  

第１節 調査対象地（１次）の抽出（115か所） 

 

１ 抽出の考え方 

  調査対象地の抽出にあたっては、法的に建設に適すると判断される区域の中で、基本方

針を満足する次期最終処分場を確保できる区域を選定し、以下の考え方のもとで調査対象

地を抽出した。 

  

 ⑴ 地理的・社会的状況から、最終処分場のような大規模構造物の立地が制限される、も

しくは立地が相応しくないと判断される区域を客観的に選定し、調査対象から除外した。

（第１段階） 

  

 ⑵ 上記に該当しない区域の中で、基本方針を満足できる場所を客観的に抽出し、調査対

象地（１次）とした。（第２段階） 

  

 ⑶ 基本方針に基づき、調査範囲は県内全域とした。 

 

 

図２-１-１ ＧＩＳを用いた調査対象地（１次）の抽出イメージ 

  

【第1段階】

【第2段階】

【調査対象地抽出】

立地回避区域

調査対象地

抽出条件

立地回避区域
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２ 抽出条件の設定 

 ⑴ 第１段階（立地回避区域の確認） 

   第１段階としては、立地を回避すべき区域について、各種法規制状況をもとに選定 

した。 

   回避すべき区域については、「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改

訂版（（社）全国都市清掃会議）」や、他県における公共関与型最終処分場の適地選定報

告書を参考に 

  ① 自然環境保全 

  ② 土地利用計画 

  ③ 防災 

  ④ その他 

 

  の観点から、次表のとおり設定した。 

   なお、抽出にあたっては以下の手法を用いた。 

① 作業は地図情報を基にＧＩＳ（地理情報システム）を用いて行う。 

② 作業に使用する図面は１:25,000 地形図とする。 
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表２-１-１ 立地を回避すべき区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域等区分 関連法規制等 指定の主旨

自然環境保全地域 自然環境保全法
自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適

正な保全を総合的に推進

自然公園地域 自然公園法 優れた自然の風景地を保護するとともに利用増進

鳥獣保護区特別保護地区
鳥獣の保護及び狩猟
の適正化に関する法

律

鳥獣保護区：鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して
環境大臣、又は知事が指定

特別保護地区：鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の
生息地の保護

環境緑地保全地域
岩手県自然環境保全

条例

市街地等にある樹林地、水辺地等、自然環境を保全すること

により、地域の良好な生活環境の維持に資する地域

保安林 森林法 森林の適切な保全と森林施業を確保する森林

農業振興を図ることが必要な地域について、その地域の整備

に必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずる。

なお、原則として規制区域の扱いとするものの、抽出条件を

満たす箇所において、一部に当該区域が存在する場合には規
制区域とせず、当該箇所を１次調査対象地として抽出する。

漁港区域 漁港漁場整備法

漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の

維持管理を適正にし、豊かで住みよい漁村の振興に資する区
域

海岸保全区域 海岸法
 防護すべき海岸に係る一定の区域を都道府県知事か指定

し、海岸管理者が管理する。

河川区域 河川法 河川の災害防止、適正利用及び河川環境の整備・保全

港湾区域 港湾法

交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するた

め、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な
運営を図る

港湾隣接地域 港湾法

港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持、保全し、港湾機

能を十分発揮させるために、港湾区域に隣接する背後地にお
いて、港湾管理者が指定した陸域

用途地域 都市計画法
さまざまな用途形態の建築物が無秩序に混在することによっ

て生ずる騒音・悪臭・日照阻害等を防止する区域

市街化区域 都市計画法 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る区域

風致地区 都市計画法
都市内における良好な自然的景観を維持し、樹林地等緑の保

全を図るための区域

地すべり防止区域 地すべり等防止法 地すべりによる被害の除去、又は軽減

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関す
る法律

急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命の保護

砂防指定地 砂防法 砂防設備が必要な土地又は一定の行為の制限を行う土地

伝統的建造物群保存地区 文化財保護法
伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成して
いる環境を保存する区域

史跡名勝天然記念物 文化財保護法 史跡名勝天然記念物の保存

埋蔵文化財包蔵地 文化財保護法
文化財を保存し、かつその活用を図り、もって国民の文化的
向上に資するとともに、世界的文化の進歩に貢献

重要文化財的景観 文化財保護法
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により
形成された景観地で、文化的景観の中でも特に重要なもの

農業振興地域の整備

に関する法律

防

災

そ
の

他

自
然

環
境

保
全

土

地
利

用
計

画

農用地区域
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 ⑵ 第２段階（調査対象地の抽出） 

 第１段階で立地を回避すべき区域となった場所以外の空白地域（各種規制の網が掛からない地

域）から、次期最終処分場の建設に適した場所の抽出を行った。 

 次いで、基本方針と最終処分場の一般的条件として以下の条件を設定し、調査対象地を抽出し

た。 

 

表２-１-２ 調査対象地（１次）の抽出条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-２ 調査対象地（１次）の抽出条件イメージ  

 

 ⑶ 市町村推薦適地 

   ⑵による調査対象地の抽出と並行して、市町村へ推薦を依頼し、市町村から適地の推

薦があった場合には、別途検討対象として加えることとしていたが、推薦はなかった。 

 

 

 

●斜面勾配（横断勾配） ●谷筋勾配（縦断勾配）
　1:1.5以上 　６～８％以下

　　　　●埋立容量おおむね130～200万㎥

●敷地面積おおむね30～50ha

要件項目 抽　出　条　件

①面積要件 ・おおむね30～50haの敷地面積が確保できる場所

②埋立容量要件 ・おおむね130～200万㎥の埋立容量が確保できる場所

③施工要件
・施工面や管理面から、谷筋勾配が緩やか（道路勾配を６～８％程度以下）で、
　かつ両側の斜面勾配がおおむね１：1.5以上を有している沢地形
・平地の場所、または開発済みであって処分場として適すると考えられる場所

④アクセス要件
・アクセス用道路が容易に確保できるように、既存道路の沿線若しくは近隣に
　位置する場所（２km未満）

⑤周辺要件
・住宅地が近接していない場所
（最寄住居まで300ｍ以上または遮断緑地帯100ｍ以上）
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２ 調査対象地（１次）の抽出結果 

 県内全域から立地を回避すべき区域を除いたうえで、次期最終処分場の立地に適する

と考えられる場所として、115 か所を調査対象地（１次）として抽出した。 

 位置的には県北から県央にかけての西側、奥羽山脈付近に多く、県央から県南にかけ

ての北上山地には点在する状況となった。 

  なお、沿岸部には、リアス式海岸という地形特性から、抽出数は少なかった。 

 

表２-１-３ 調査対象地（１次）の抽出結果まとめ 

 

 

 

  

市町村名 抽出箇所数 市町村名 抽出箇所数

盛岡市 10 箇所 紫波町 3 箇所

宮古市 5 箇所 矢巾町 0 箇所

大船渡市 1 箇所 西和賀町 16 箇所

花巻市 4 箇所 金ヶ崎町 4 箇所

北上市 1 箇所 平泉町 0 箇所

久慈市 5 箇所 住田町 1 箇所

遠野市 6 箇所 大槌町 1 箇所

一関市 3 箇所 山田町 0 箇所

陸前高田市 3 箇所 岩泉町 0 箇所

釜石市 0 箇所 田野畑村 0 箇所

二戸市 5 箇所 軽米町 5 箇所

八幡平市 7 箇所 普代村 0 箇所

奥州市 4 箇所 野田村 1 箇所

滝沢市 2 箇所 九戸村 2 箇所

雫石町 7 箇所 洋野町 11 箇所

葛巻町 1 箇所 一戸町 3 箇所

岩手町 4 箇所 合計 115 箇所

市町村数 26 市町村



 

11 

表２-１-４ 調査対象地（１次）の抽出結果一覧(1) 

 

 

 

 

 

所在地

敷地
面積

谷縦断
勾配

斜面
勾配

隣接 拡幅 新設 距離
遮断
緑地

(ha) (％) (割) (km) (km) (km)

1 盛岡市-01 繋 39.0 5 1：2 0.6 0.5

2 盛岡市-02 繋 36.0 5 1：2 0.4 1.0

3 盛岡市-03 乙部 24.0 5 1：2 0.8 0.2 ○

4 盛岡市-04 玉山区川又 36.0 8 1：2 0.5 0.3

5 盛岡市-05 玉山区川又 45.0 8 1：3以上 0.2 0.2 ○

6 盛岡市-06 玉山区玉山 40.0 8 1：3以上 0.8 0.4

7 盛岡市-07 玉山区玉山 24.0 8 1：2 0.8 0.4

8 盛岡市-08 玉山区馬場 30.0 5 1：2 0.7 0.3

9 盛岡市-09 浅岸 52.0 5 1：3以上 ○ 0.3 ○

10 盛岡市-10 玉山区藪川 27.0 8 1：3以上 0.3 0.3

11 宮古市-01 小国 30.0 8 1：1.5 0.2 0.3

12 宮古市-02 田老駿達 30.0 3 1：2 0.6 0.1

13 宮古市-03 田老青野滝北 39.0 8 1：2 0.3 0.3

14 宮古市-04 区界 39.0 5 1：2 0.8 0.5

15 宮古市-05 区界 39.0 5 1：3 0.4 0.4

16 大船渡市-01 赤崎町 24.5 8 1：2 0.3 0.4 0.3

17 花巻市-01 東和町砂子 60.0 8 1：2 1.9 0.8

18 花巻市-02 大迫町亀ケ森 30.0 5 1：2 0.7 0.3

19 花巻市-03 太田 22.0 8 1：1.5 2.0 1.6

20 花巻市-04 石鳥谷町富沢 40.0 8 1：2 2.0 0.0

21 北上市-01 口内町 40.0 5 1：2 0.5 0.3

22 久慈市-01 長内町 30.0 3 1：3以上 1.9 2.0

23 久慈市-02 長内町 45.0 3 1：2 1.9 2.0

24 久慈市-03 長内町 45.0 3 1：3以上 1.7 1.5

25 久慈市-04 山形町戸呂町 40.0 5 1：2 〇 1.2

26 久慈市-05 山形町来内 39.0 5 1：2 0.2 1.0

27 遠野市-01 小友町 50.0 3 1：3以上 0.7 1.5

28 遠野市-02 上郷町 30.0 5 1：2 0.3 0.3

29 遠野市-03 附馬牛町 30.0 5 1：2 1.0 0.2 ○

30 遠野市-04 附馬牛町 50.0 3 1：2 0.2 0.2 ○

31 遠野市-05 附馬牛町 36.0 8 1：2 0.7 0.7

32 遠野市-06 土淵町 36.0 5 1：2 0.2 0.4 ○

33 一関市-01 花泉町花泉 40.0 3 1：3以上 0.7 0.3

34 一関市-02 厳美町 50.0 3 1：2 0.7 0.3

35 一関市-03 厳美町 30.0 8 1：3以上 1.3 1.2

36 陸前高田市-01 矢作町 60.0 5 1：2 0.5 0.5 0.7

37 陸前高田市-02 矢作町 40.0 8 1：2 0.6 0.3

38 陸前高田市-03 矢作町 30.0 8 1：1.5 0.4 0.3

№ 調査対象地№

地形条件
住宅地か
らの距離

既存道路
からの距離
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表２-１-５ 調査対象地（１次）の抽出結果一覧(2) 

 

  

所在地

敷地
面積

谷縦断
勾配

斜面
勾配

隣接 拡幅 新設 距離
遮断
緑地

(ha) (％) (割) (km) (km) (km)

39 二戸市-01 浄法寺町漆畑 56.0 3 1：3 1.2 0.3

40 二戸市-02 下斗米 75.0 3 1：2 0.5 0.2 ○

41 二戸市-03 上斗米 48.0 5 1：2 0.5 0.3

42 二戸市-04 上斗米 48.0 5 1：2 0.4 0.3

43 二戸市-05 金田一 60.0 5 1：2 0.8 0.4

44 八幡平市-01 松尾 30.0 3 1：2 1.0 0.6

45 八幡平市-02 平舘 39.0 5 1：2 0.2 0.3

46 八幡平市-03 平舘 39.0 8 1：2 0.5 0.3

47 八幡平市-04 松尾 45.0 5 1：2 1.9 1.8

48 八幡平市-05 松尾 39.0 8 1：2 1.7 1.3

49 八幡平市-06 新田 48.0 5 1：2 1.0 1.0

50 八幡平市-07 高畑 56.0 8 1：1.5 0.8 0.8 1.0

51 奥州市-01 江刺区田原 36.0 5 1：3以上 1.0 0.3

52 奥州市-02 江刺区藤里 39.0 5 1：3以上 0.2 0.3

53 奥州市-03 江刺区岩谷堂 30.0 5 1：2 0.3 0.3

54 奥州市-04 江刺区田原 30.0 5 1：2 0.5 0.3

55 滝沢市-01 妻の神 28.0 3 1：3以上 0.8 0.5

56 滝沢市-02 後 30.0 5 1：3以上 ○ 0.6

57 雫石町-01 南畑 36.0 8 1：1.5 0.5 0.7 0.3

58 雫石町-02 南畑 36.0 8 1：1.5 0.3 0.3

59 雫石町-03 南畑 45.0 8 1：1.5 0.7 0.7

60 雫石町-04 御明神 30.0 5 1：2 1.2 0.7

61 雫石町-05 御明神 51.0 5 1：2 1.8 1.5

62 雫石町-06 御明神 30.0 3 1：2 0.8 0.4

63 雫石町-07 西根 48.0 5 1：3以上 0.4 0.6

64 葛巻町-01 葛巻 45.0 5 1：2 1.5 0.8

65 岩手町-01 五日市 48.0 3 1：3以上 0.8 0.5

66 岩手町-02 五日市 60.0 3 1：3以上 1.4 0.3

67 岩手町-03 江刈内 33.0 5 1：2 0.8 0.6

68 岩手町-04 川口 30.0 5 1：3以上 0.8 0.4

69 紫波町-01 佐比内 52.0 5 1：2 1.5 0.3

70 紫波町-02 星山 36.0 5 1：2 0.8 0.5

71 紫波町-03 紫野 36.0 5 1：2 1.0 0.2 0.3

№ 調査対象地№

地形条件
住宅地か
らの距離

既存道路
からの距離
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表２-１-６ 調査対象地（１次）の抽出結果一覧(3) 

 

所在地

敷地
面積

谷縦断
勾配

斜面
勾配

隣接 拡幅 新設 距離
遮断
緑地

(ha) (％) (割) (km) (km) (km)

72 西和賀町-01 間木野 30.0 8 1：2 0.9 0.3

73 西和賀町-02 左草 39.0 5 1：3 1.7 0.5

74 西和賀町-03 下左草 40.0 3 1：3以上 0.3 0.3

75 西和賀町-04 樺沢 30.0 5 1：3以上 1.2 0.2 0.7

76 西和賀町-05 沢内新町 36.0 3 1：3以上 1.8 0.7

77 西和賀町-06 沢内前郷 30.0 5 1：3以上 0.4 0.4

78 西和賀町-07 沢内前郷 36.0 3 1：2 2.0 0.3

79 西和賀町-08 沢内大野 45.0 3 1：2 1.0 0.5 1.4

80 西和賀町-09 沢内鍵飯 39.0 3 1：2 1.0 1.0

81 西和賀町-10 沢内鍵飯 36.0 5 1：1.5 1.9 2.0

82 西和賀町-11 沢内弁天 36.0 3 1：2 0.5 0.3

83 西和賀町-12 沢内若畑 39.0 3 1：1.5 0.5 0.4

84 西和賀町-13 沢内若畑 45.0 3 1：1.5 0.7 0.5

85 西和賀町-14 沢内若畑 45.0 3 1：2 1.5 0.9

86 西和賀町-15 沢内貝沢 45.0 3 1：2 0.8 0.8

87 西和賀町-16 沢内貝沢 75.0 3 1：3 1.9 1.2

88 金ケ崎町-01 永栄 44.0 3 1：3以上 0.5 0.3

89 金ケ崎町-02 永栄 30.0 8 1：3以上 0.4 0.4

90 金ケ崎町-03 永栄 36.0 5 1：3以上 0.7 0.7

91 金ケ崎町-04 永栄 30.0 8 1：3以上 0.5 0.6

92 住田町-01 上有住 33.0 8 1：1.5 0.4 0.3

93 大槌町-01 金澤 36.0 8 1：1.5 0.7 0.4

94 軽米町-01 円子 45.0 5 1：2 1.0 0.7

95 軽米町-02 円子 45.0 5 1：2 1.8 1.2

96 軽米町-03 上舘 60.0 3 1：2 0.8 0.7

97 軽米町-04 小軽米 50.0 5 1：3以上 0.2 1.0

98 軽米町-05 山田 45.0 8 1：2 1.7 1.2

99 野田村-01 野田 44.0 3 1：3以上 0.8 0.2 ○

100 九戸村-01 山根 39.0 8 1：2 1.0 1.0

101 九戸村-02 伊保内 39.0 8 1：2 0.4 0.3

102 洋野町-01 大野 36.0 5 1：3以上 0.5 0.8

103 洋野町-02 大野 33.0 3 1：2 0.2 0.3

104 洋野町-03 大野 60.0 3 1：2 0.7 0.9

105 洋野町-04 大野 48.0 3 1：2 1.9 0.3

106 洋野町-05 大野 36.0 5 1：2 1.9 0.5

107 洋野町-06 大野 30.0 3 1：3以上 ○ 1.0

108 洋野町-07 大野 75.0 3 1：2 ○ 0.2 ○

109 洋野町-08 種市 36.0 5 1：2 ○ 0.2 ○

110 洋野町-09 中野 60.0 3 1：3 ○ 0.6

111 洋野町-10 種市 45.0 3 1：3以上 1.7 1.0

112 洋野町-11 種市 45.0 5 1：2 1.0 0.6

113 一戸町-01 楢山 39.0 5 1：2 0.3 0.3

114 一戸町-02 姉帯 36.0 8 1：1.5 0.3 0.3

115 一戸町-03 出ル町 45.0 5 1：2 1.8 0.2 ○

№ 調査対象地№

地形条件
住宅地か
らの距離

既存道路
からの距離
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図２-１-３ 調査対象地（１次）の抽出結果位置図 
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第２節 調査対象地（２次）の選定（39か所） 

 

１ ２次選定の考え方 

  ２次選定においては、立地を回避することが望ましい区域を設定し、115 か所の調査対

象地（１次）の中から、以下の考え方により該当する調査対象地を除外した。 

 ⑴ 自然環境の保全・開発計画との整合の観点から、回避することが望ましい区域に調  

査対象地が含まれないことを条件とした。 

 ⑵ 生活環境の保全・災害の防止等の観点から、影響度合いによって回避する区域を個  

別に設定して、調査対象地がその範囲に入らないことを条件とした。 

 

２ 選定条件の設定 

  最終処分場建設に際し配慮すべき周辺環境の状況については、１次抽出と同様に「廃棄 

物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版（（社）全国都市清掃会議）」や他 

県の事例を参考に 

 ⑴ 自然環境の保全 

 ⑵ 災害の防止 

 ⑶ 生活環境の保全 

 ⑷ 土地利用への配慮 

  

 の観点から、次表のとおり設定した。 

  なお、選定にあたっては以下の手法を用いた。 

 ⑴ 作業は地図情報を基にＧＩＳ（地理情報システム）を用いて行う。 

 ⑵ 作業に使用する図面は１:25,000 地形図とする。 
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表２-２-１ 調査対象地（２次）の選定条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大項目 回避対象項目 回　避　条　件 考え方

自然環境
の保全

環境省レッドリスト
の絶滅危惧

ⅠA･B類の希少動植物に係る既知の生
息地･生育地でないこと。
Ⅱ類の猛禽類に係る既知の生息地でな
いこと。

希少動植物への配
慮

災害の防止 活断層 300ｍ以内でないこと。 処分場機能の確保

上水道水源

１km以内でないこと。
ただし、表流水を取水している場合
は、取水河川等（浸出水処理水の放流
が想定される河川等に限る）の調査対
象地との最寄地点から下流方向への距
離とし、伏流水を取水している場合
は、調査対象地区画の周囲への距離と
すること

生活用水水源の保
全

上水道給水区域外
周囲１km以内に左記（井戸水利用）住
居がないこと。

同上

文教施設
幼稚園、小中学校、高校等から500ｍ
以内でないこと。

良好な就学環境

厚生施設
病院、特別養護老人ホーム等から500
ｍ以内でないこと。

良好な福祉環境

観光資源
県観光協会ＨＰ内記載の「観光スポッ
ト」から500ｍ以内でないこと。

地域振興への配慮

その他公共施設
300ｍ以内又は遮断緑地帯がある場合
は100ｍ以内でないこと。

利用者への配慮

農業農村整備事業
基盤整備済区域又は
事業計画区域

左記区域内でないこと。
実施済み事業への
配慮

開発計画
事前開発計画（事業主体を問わず）区
域でないこと。

先行着手事業への
配慮

国有林内保安林 左記区域内でないこと。 保安林機能の保全

生活環境
の保全

土地利用
への配慮
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３ 調査対象地（２次）の選定結果 

  回避することが望ましい区域に該当する調査対象地を除外した結果、調査対象地（１次）

115 か所の中から、調査対象地（２次）として 39 か所が選定された。 

  選定過程において、上水道水源や給水区域外住居などの水源関連の要因により除外され

た地点が多く、次いで、保安林、観光資源、希少種、活断層の順に除外された。 

 

表２-２-２ 調査対象地（２次）の選定結果まとめ 

   
市町村名 箇所数 調査対象地№ 市町村名 箇所数 調査対象地№

大船渡市 1箇所 大船渡市-01 雫石町 1箇所 雫石町-06

花巻市-01 紫波町 1箇所 紫波町-01

花巻市-02 軽米町-02

花巻市-04 軽米町-03

久慈市-02 軽米町-04

久慈市-04 九戸村 1箇所 九戸村-02

久慈市-05 洋野町-01

遠野市-01 洋野町-03

遠野市-03 洋野町-04

遠野市-05 洋野町-05

一関市-02 洋野町-06

一関市-03 洋野町-07

陸前高田市 1箇所 陸前高田市-02 洋野町-09

二戸市-01 洋野町-10

二戸市-04 洋野町-11

八幡平市-03 一戸町-01

八幡平市-06 一戸町-02

八幡平市-07

奥州市-01

奥州市-02

奥州市-03

奥州市-04

花巻市 3箇所

久慈市 3箇所

遠野市 3箇所

一関市 2箇所

二戸市 2箇所

八幡平市 3箇所

軽米町 3箇所

洋野町 9箇所

15市町村数

一戸町 2箇所

39箇所合計

奥州市 4箇所
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表２-２-３ 調査対象地（２次）の選定結果一覧(1) 

 

  

自
然

災
害

希
少
種

活
断
層

上
水
道
水
源

給
水
外
住
居

文
教
施
設

厚
生
施
設

観
光
資
源

他
公
共
施
設

農
業
農
村
整
備

開
発
計
画

民
有
林
保
安
林

国
有
林
保
安
林

1 盛岡市-01 繋 × × × (給)350m　(観)300m　

2 盛岡市-02 繋 × × × (観)400m

3 盛岡市-03 乙部 × × × (給)780m　(観)400m　

4 盛岡市-04 玉山区川又 × × (給)250m

5 盛岡市-05 玉山区川又 × × (給)250m

6 盛岡市-06 玉山区玉山 × × (給)250m

7 盛岡市-07 玉山区玉山 × × (給)400m

8 盛岡市-08 玉山区馬場 × × × (給)300m　(観)200m　

9 盛岡市-09 浅岸 × × × (給)500m　(観)100m　

10 盛岡市-10 玉山区藪川 × × × (給)250m

11 宮古市-01 小国 × ×

12 宮古市-02 田老駿達 × × × (観)400m

13 宮古市-03 田老青野滝北 × × × × (文)300m　(観)400m

14 宮古市-04 区界 × ×

15 宮古市-05 区界 × ×

16 大船渡市-01 赤崎町 ○

17 花巻市-01 東和町砂子 ○

18 花巻市-02 大迫町亀ケ森 ○

19 花巻市-03 太田 × × ×

20 花巻市-04 石鳥谷町富沢 ○

21 北上市-01 口内町 × × × (給)450m　

22 久慈市-01 長内町 × × (上)地区内に埋設管

23 久慈市-02 長内町 ○

24 久慈市-03 長内町 × × (上)地区内に埋設管

25 久慈市-04 山形町戸呂町 ○

26 久慈市-05 山形町来内 ○

27 遠野市-01 小友町 ○

28 遠野市-02 上郷町 × × × (給)300m

29 遠野市-03 附馬牛町 ○

30 遠野市-04 附馬牛町 × × × (給)500m　(観)100m

31 遠野市-05 附馬牛町 ○

32 遠野市-06 土淵町 × ×

33 一関市-01 花泉町花泉 × ×

34 一関市-02 厳美町 ○

35 一関市-03 厳美町 ○

36 陸前高田市-01 矢作町 × ×

37 陸前高田市-02 矢作町 ○

38 陸前高田市-03 矢作町 × ×

調査対象地№ 備考
判
定

所在地

生活環境の保全 土地利用

№
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表２-２-４ 調査対象地（２次）の選定結果一覧(2) 

 

 

  

自
然

災
害

希
少
種

活
断
層

上
水
道
水
源

給
水
外
住
居

文
教
施
設

厚
生
施
設

観
光
資
源

他
公
共
施
設

農
業
農
村
整
備

開
発
計
画

民
有
林
保
安
林

国
有
林
保
安
林

39 二戸市-01 浄法寺町漆畑 ○

40 二戸市-02 下斗米 × × (給)200m

41 二戸市-03 上斗米 × × (給)600m

42 二戸市-04 上斗米 ○

43 二戸市-05 金田一 × × (給)150m

44 八幡平市-01 松尾 × × (給)500m

45 八幡平市-02 平舘 × ×

46 八幡平市-03 平舘 ○

47 八幡平市-04 松尾 × ×

48 八幡平市-05 松尾 × ×

49 八幡平市-06 新田 ○

50 八幡平市-07 高畑 ○

51 奥州市-01 江刺区田原 ○

52 奥州市-02 江刺区藤里 ○

53 奥州市-03 江刺区岩谷堂 ○

54 奥州市-04 江刺区田原 ○

55 滝沢市-01 妻の神 × × (厚)300m

56 滝沢市-02 後 × × × × × (給)500m (観)100m他

57 雫石町-01 南畑 × × × (上)200m

58 雫石町-02 南畑 × ×

59 雫石町-03 南畑 × ×

60 雫石町-04 御明神 × ×

61 雫石町-05 御明神 × × (給)500m

62 雫石町-06 御明神 ○

63 雫石町-07 西根 × ×

64 葛巻町-01 葛巻 × ×

65 岩手町-01 五日市 × × (給)500m

66 岩手町-02 五日市 × × (給)500m

67 岩手町-03 江刈内 × ×

68 岩手町-04 川口 × × (給)500m

69 紫波町-01 佐比内 ○

70 紫波町-02 星山 × ×

71 紫波町-03 紫野 × × (上)500m

調査対象地№ 備考
判
定

所在地

生活環境の保全 土地利用

№
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表２-２-５ 調査対象地（２次）の選定結果一覧(3) 

 

自
然

災
害

希
少
種

活
断
層

上
水
道
水
源

給
水
外
住
居

文
教
施
設

厚
生
施
設

観
光
資
源

他
公
共
施
設

農
業
農
村
整
備

開
発
計
画

民
有
林
保
安
林

国
有
林
保
安
林

72 西和賀町-01 間木野 × × (観)200m

73 西和賀町-02 左草 × ×

74 西和賀町-03 下左草 × × (文)200m

75 西和賀町-04 樺沢 × × (上)900m

76 西和賀町-05 沢内新町 × × (上)900m

77 西和賀町-06 沢内前郷 × ×

78 西和賀町-07 沢内前郷 × ×

79 西和賀町-08 沢内大野 × ×

80 西和賀町-09 沢内鍵飯 × ×

81 西和賀町-10 沢内鍵飯 × ×

82 西和賀町-11 沢内弁天 × × ×

83 西和賀町-12 沢内若畑 × × × ×

84 西和賀町-13 沢内若畑 × × ×

85 西和賀町-14 沢内若畑 × ×

86 西和賀町-15 沢内貝沢 × ×

87 西和賀町-16 沢内貝沢 × × ×

88 金ケ崎町-01 永栄 × ×

89 金ケ崎町-02 永栄 × ×

90 金ケ崎町-03 永栄 × ×

91 金ケ崎町-04 永栄 × ×

92 住田町-01 上有住 × ×

93 大槌町-01 金澤 × × (給)300m

94 軽米町-01 円子 × ×

95 軽米町-02 円子 ○

96 軽米町-03 上舘 ○

97 軽米町-04 小軽米 ○

98 軽米町-05 山田 × × (給)250m

99 野田村-01 野田 × × (上)200m

100 九戸村-01 山根 × × × (給)1000m

101 九戸村-02 伊保内 ○

102 洋野町-01 大野 ○

103 洋野町-02 大野 × × (上)600m

104 洋野町-03 大野 ○

105 洋野町-04 大野 ○

106 洋野町-05 大野 ○

107 洋野町-06 大野 ○

108 洋野町-07 大野 ○

109 洋野町-08 種市 × × (上)200m

110 洋野町-09 中野 ○

111 洋野町-10 種市 ○

112 洋野町-11 種市 ○

113 一戸町-01 楢山 ○

114 一戸町-02 姉帯 ○

115 一戸町-03 出ル町 × × (観)200m

調査対象地№ 備考
判
定

所在地

生活環境の保全 土地利用

№
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図２-２-１ 調査対象地（２次）の選定結果位置図 



 

22 

第３節 調査対象地（３次）の選定（10か所） 

  

１ ３次選定の考え方 

  ３次選定においては、以下の考え方で調査を実施した。 

 ⑴ 立地を回避すべき項目として未検討であった項目を追加し、評価を行った。 

  （客観的評価：第１段階） 

 ⑵ 上記で選定された調査対象地について、比較評価項目を設定し、利便性についての評

価を行った。（相対的評価：第２段階） 

 ⑶ 机上のみでは情報が不足するものは、現地調査を行い確認した。 

 

２ 選定条件の設定 

⑴ 客観的評価（第１段階） 

次の項目について、それぞれに設定した評価指標に基づき評価した。 

① アクセス上の障害事象 

調査対象地の抽出（１次）時点において、暫定的な取付道路の想定路線や接続先を設定した

が、当該路線上において鉄道踏切、高規格道路及び河川との交差、取付道路の接続先として想

定していた既存道路において、大型車両の通行が困難な区間等、整備時の障害となり得る事象

の有無を調査し評価した。 

 

② 地域文化の保護 

調査対象地の想定区画内及びその周囲に存在する、国、県及び市町村指定の文化財等につい

て、地域文化の保護の観点から状況等を調査し、施設を整備することにより生じる影響度合等

を検討、評価した。 

 

表２-３-１ 調査対象地（３次）の選定条件（客観的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回避条件

・高規格道路を横断する必要があり、既存の架橋やボックスの利用が困難
　な場合。
・線路を横断する必要があり、踏切の移設や新設が困難な場合。
・河川を横断する必要があり、川幅が広いため、大規模な架橋が必要とな
　る場合。
・道幅が狭く、民家やその他構造物の立地状況などから、拡幅や別ルート
　の新設が困難な場合。
・その他、適切な幅員や高さが確保できない事象が存在する場合。

・文化財保護法及び条例で指定される史跡名勝、天然記念物その他文化財
　が、調査対象地から 概ね１kmの範囲内にある場合（無形文化財・建築
　物内所有物を除く）。
・対象文化財含めその周辺地域一帯で観光資源として活用している場合。

地域文化の保護

アクセス上の
障害事象
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 ⑵ 相対的評価（第２段階） 

上記の客観的評価項目により評価し、除外箇所が確定した後、さらに相対評価を行い、より距

離が短い上位の箇所を選定した。 

また、調査対象地として選定する箇所数または境界基準は、全体の調査結果を踏まえて判断し

た。 

① 放流想定河川等までの距離 

放流地点までの距離は専用放流管等の整備延長となり、建設コストの増嵩要因となることか

ら、放流先として想定可能な河川区域等、海域、工業排水、下水道までの距離を計測し評価し

た。 

なお、浸出水処理施設からの排水量は最大300㎥/日（1期150㎥の2期分）を想定し、放流先

公共用水域の流量は50倍希釈の15,000㎥/日以上を想定した。 

 

② 排出重心からの距離 

排出者責任の観点から、より排出量の多い地域にて負担（立地）することが望ましいと考え

られるため、「基本方針（資料編）」に掲載した「県内産業廃棄物の地域別排出量を基にした重

心位置」（以下、「排出重心」という。）から調査対象地までの距離（冬期間も通行可能な路線

距離）を計測し評価した。 

 

表２-３-２  調査対象地（３次）の選定条件（相対的評価） 

 

 

３ ３次選定の結果 

⑴ 客観的評価結果 

   アクセス上の障害事象に関しては、回避策を講じることが困難な遠野市-01と八幡平市-06を

調査対象地から除外した。 

   地域文化の保護に関しては、遠野市２地点、一関市-02、八幡平市-07、紫波町-02を、地域文

化への影響が大きい調査対象地として除外した。 

 なお、花巻市-04 と一関市-03 は詳細調査の結果、保安林に該当することが判明した

ため除外した。 

評価項目

・排出重心から調査対象地外縁部までの道路距離とする。
・排出重心は『国道106号上の盛岡市と宮古市との境』とする。
・国道、県道等主要道路を優先的に走行し、実態を考慮して高速自動車は
　利用しない。
・上記の中で最短距離となる路線距離を採用するが、積雪などその他状況
　により迂回する必要がある場合は、迂回経路を採用する。

・放流先として想定可能な河川区域等、海域、工業排水、下水道までの距
　離を計測し評価する。
・距離は調査対象地の想定区画の下流端を計測基点とし、放流が可能と思
　われる地点までとする。
・放流ルートは自然流下を基本とした既存道路上とするが、自然流下が困
　難な場合はポンプ圧送も考慮する。

排出重心：県内産業廃棄物の地域別排出量を基にした重心位置

放流想定河川等
までの距離

排出重心から
の距離
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表２-３-３ 調査対象地（３次）の選定結果まとめ（客観的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 調査対象地№ № 調査対象地№

1 大船渡市-01 16 軽米町-02

2 花巻市-01 17 軽米町-03

3 花巻市-02 18 軽米町-04

4 久慈市-02 19 九戸村-02

5 久慈市-04 20 洋野町-01

6 久慈市-05 21 洋野町-03

7 陸前高田市-02 22 洋野町-04

8 二戸市-01 23 洋野町-05

9 二戸市-04 24 洋野町-06

10 八幡平市-03 25 洋野町-07

11 奥州市-01 26 洋野町-09

12 奥州市-02 27 洋野町-10

13 奥州市-03 28 洋野町-11

14 奥州市-04 29 一戸町-01

15 雫石町-06 30 一戸町-02
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表２-３-４ 調査対象地（３次）の選定結果（客観的評価） 

 

 

 

 

 

 

状況 対応可否
評
価

対象文化財
評
価

1 大船渡市-01

2 花巻市-01

3 花巻市-02

4 花巻市-04 × ×

5 久慈市-02

6 久慈市-04

7 久慈市-05

8 遠野市-01 冬期閉鎖 回避不能 × ×

9 遠野市-03 観音堂等 × ×

10 遠野市-05 神社等 × ×

11 一関市-02 遺跡 × ×

12 一関市-03 × ×

13 陸前高田市-02

14 二戸市-01

15 二戸市-04

16 八幡平市-03

17 八幡平市-06 道路狭小 回避不能 × ×

18 八幡平市-07 一里塚等 × ×

19 奥州市-01

20 奥州市-02

21 奥州市-03

22 奥州市-04

23 雫石町-06

24 紫波町-01 墓碑等 × ×

25 軽米町-02

26 軽米町-03

27 軽米町-04

28 九戸村-02

29 洋野町-01

30 洋野町-03

31 洋野町-04

32 洋野町-05

33 洋野町-06

34 洋野町-07

35 洋野町-09

36 洋野町-10

37 洋野町-11

38 一戸町-01

39 一戸町-02

№ 調査対象地№

追
加
除
外

アクセス上の障害事象 地域文化の保護

※花巻市-04、一関市-03は、その後の追加調査で保安林に該当することが判
明したため、追加除外とした。

評
価
結
果
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 ⑵ 相対的評価結果 

   ２つの相対的評価項目に関する距離測定結果をプロットしたものを次に示す。 

   埋立期間 15 年分の運搬経費と放流費用(50 年分)の合計額を試算したところ、排出重

心から 100km 以内、放流河川までの距離が５km 以内の調査対象地 10 か所が、現状のい

わてクリーンセンターと比較して同等程度となると試算されたことから、この範囲内に

ある調査対象地が他よりも優位と判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-３-２ 調査対象地（３次）の選定結果（相対的評価）プロット図 
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表２-３-５ 調査対象地（３次）の選定結果（相対的評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  よって、客観的評価と相対的評価により導き出される調査対象地（３次）の選定結果と

して、以下の 10 か所を選定した。 

 

表２-３-６ 調査対象地（３次）の選定結果まとめ 

 

 

  

排出重心 排出重心

距離 距離
ポンプ
圧　送

距離 距離
ポンプ
圧　送

1 大船渡市-01 124 km 0.8 km 16 軽米町-02 130 km 1.8 km ○

2 花巻市-01 70 km 3.7 km 17 軽米町-03 129 km 3.7 km ○

3 花巻市-02 48 km 1.0 km 18 軽米町-04 140 km 2.2 km

4 久慈市-02 144 km 2.3 km 19 九戸村-02 121 km 0.3 km

5 久慈市-04 134 km 2.2 km 20 洋野町-01 149 km 3.2 km

6 久慈市-05 118 km 4.2 km 21 洋野町-03 140 km 1.2 km

7 陸前高田市-02 117 km 1.2 km 22 洋野町-04 148 km 1.1 km

8 二戸市-01 91 km 1.3 km 23 洋野町-05 149 km 0.8 km

9 二戸市-04 113 km 0.3 km 24 洋野町-06 151 km 4.1 km

10 八幡平市-03 61 km 2.3 km 25 洋野町-07 153 km 5.7 km ○

11 奥州市-01 92 km 5.8 km 26 洋野町-09 156 km 1.7 km ○

12 奥州市-02 90 km 1.1 km ○ 27 洋野町-10 152 km 6.7 km ○

13 奥州市-03 84 km 0.6 km 28 洋野町-11 154 km 4.2 km ○

14 奥州市-04 97 km 1.5 km 29 一戸町-01 98 km 0.2 km

15 雫石町-06 51 km 0.9 km 30 一戸町-02 92 km 0.4 km

放流地点

№ 調査対象地№

放流地点

№ 調査対象地№

№ 調査対象地№

1 花巻市-01

2 花巻市-02

3 二戸市-01

4 八幡平市-03

5 奥州市-02

6 奥州市-03

7 奥州市-04

8 雫石町-06

9 一戸町-01

10 一戸町-02
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図２-３-３ 調査対象地（３次）の選定結果位置図 
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第４節 整備候補地（４次）の選定（５か所） 

 

１ 整備候補地の考え方 

  整備候補地選定においては、以下の考えのもとで調査を実施した。 

 ⑴ 専門家の現地調査により景観・地質等を評価した。（現地調査：第１段階） 

 ⑵ ⑴の評価において除外されなかった調査対象地について、５つの評価項目で評価した。 

  （相対的評価：第２段階） 

 ⑶ ３次選定までに行った評価項目も踏まえて総合評価した。 

なお、１市町村１か所のみを選定することとした。（総合評価：第３段階） 

 

２ 選定条件の設定 

 ⑴ 現地調査（第１段階） 

   １次抽出で地すべり危険地域や急傾斜地等の規制区域は除外したが、地滑りや崩壊等

の可能性の有無等をさらに現地調査により評価した。また、景観についても現地調査に

より評価した。 

 ⑵ 相対的評価（第２段階） 

  ① 放流先河川の利水状況 

    漁業や農業へ影響を及ぼすような放流水を排出することはないものの、放流先河川

での漁業権の設定や、農業用水への利用状況を調査し評価した。 

  ② 運搬車両の通行による影響 

    廃棄物の搬入のため大型車輛の往来が増加することから、搬入道路における交通   

量を調査し、周辺への影響度合いを評価した。 

  ③ 建設費 

    調査対象地の地形を考慮した施設配置案を作成したうえで、処分場・浸出水処理   

施設・放流先までの放流管・搬入道路・その他付帯施設の概算事業費を算出して評価

した。 

  ④ 維持管理費 

    処分場・浸出水処理施設・放流管・搬入道路・その他付帯施設について、施設を   

廃止するまでの人件費を含む維持管理費を算出して評価した。 

  ⑤ 埋立区域の規模 

    最低でも２期分（１期分 66 万ｍ3）の埋立容量の確保を目指しており、より多くの   

容量が確保可能な調査対象地を選定することが望ましいことから、何期分の埋立容量   

が確保できるかを評価した。 

 ⑶ 総合評価（第３段階） 

   現地調査による評価の結果で除外された調査対象地を除いて、相対的評価項目、３次  

選定までの評価項目により総合的に評価し整備候補地を決定した。 

   なお、仮に同一市町に複数の調査対象地が存在する場合は、１か所のみを選定するこ

ととした。 
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表２-４-１ 調査対象地（４次）の選定条件 

 

選定条件

・３次選定後の10か所の調査対象地全てについて、地形・地質・過去の
　災害履歴・河川流量等を現地で調査し、土砂災害の可能性の有無を確
　認。

・災害の可能性がある場合は防止対策も調査。

・周辺からの景観を調査。

・３次選定において想定した放流先河川における漁業権の有無と、農業
　用水としての利用状況を調査。
・調査範囲は下流で１級河川に合流して水量が増加するまで。

・いわてクリーンセンターの実績値から、１日あたり70台の運搬車両が
　往復すると想定。
・搬入路の交通量調査結果に対する交通量の増加率を算定。

・建設費や維持管理費は「環境安全な廃棄物埋立処分場の建設と管理
　（著者：田中信壽）」に示されている手法により算出
・算出にあたって必要になる、埋立容量・埋立面積・流域面積・排水処
　理施設の能力は調査対象地の土地の形状や広さから推定。
・本手法は、最終処分場の規模・構造等の各種条件と建設費実績との相
　関性より提案された経験式を用いる手法であり、得られる建設費等は
　あくまでも概算値。

維持管理費
・建設費と維持管理費を算定し、埋立容量で割って１㎥当たりの費用
　を比較。

埋立区域の拡張可
能性

・調査対象地の面積、地形から１期分66万㎥の容量を何期分確保できる
　かを試算

・現地調査結果で除外されなかった調査対象地について、相対的評価項
　目・３次選定までの評価項目を総合的に評価し整備候補地を決定。
・同一市町に複数の調査対象地が存在する場合は、相対的に評価の高い
　１か所のみを選定。

総合評価

現地調査

相対的
評価

放流先河川の利水
状況

運搬車両の通行に
よる影響

建設費
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３ 整備候補地の選定結果 

  10か所の調査対象地の現地調査を行った結果、雫石町 06は地盤が脆弱で、且つ河川水量が多い

ため処分場建設には不適であると判断された。他の調査対象地９か所については、処分場を建設す

る上で特段の支障は無いことが確認された。 

  委員会としては１市町１か所との条件から、最終的に以下の５か所を整備候補地とした。 

  選定理由は次に記載のとおりである。 

 

 花巻市-02 

     花巻市の２か所については、花巻市-02がより排出重心に近く、処分場建設に伴う交通へ

の影響も小さい。また、地盤についても花巻市-01よりも安定している。 

 

 二戸市-01 

     処分場建設に伴う交通への影響は小さい。また、埋立区域の規模は３期分である。 

 

 八幡平市-03 

     排出重心に近く、処分場建設に伴う交通への影響は小さい。また、放流河川には漁業権が

設定されておらず、農業利用も無い。 

 

 奥州市-03 

奥州市の３か所については、奥州市-03が奥州市-02や奥州市-04よりも排出重心に近く、

処分場建設に伴う交通への影響も小さい。 

 

 一戸町-01 

一戸町の２か所については、一戸町-01 の建設費・維持管理費が安価と見込まれ

る。また、他の放流方法も確保し得る。 
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表２-４-２ 比較評価結果 

 

 

影響
度合
（％）

比較
(クリーンセ
ンターを1.0

とする）

評価 ｋｍ

花巻市-01 ○
地形は建設
に適してい
る。

○
漁業権、農業
利用あり。

〇
影響度
が大き
い。

15.3 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

1.0 ◎ 3期 2
現状より
排出重心
に近い。

70

花巻市-02 ◎

地形は建設
に適してい
る。
地盤も安定し
ている。

○
漁業権、農業
利用あり。

◎
影響度
が小さ
い。

3.9 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

0.9 〇 2期 3
排出重心
に最も近
い。

48

二戸市-01 〇
地形は建設
に適してい
る。

○
漁業権、農業
利用あり。

◎
影響度
が小さ
い。

7.6 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

1.0 ◎ 3期 3
現状とほ
ぼ同等。

91

八幡平市-03 〇
地形は建設
に適してい
る。

◎
漁業権、農業
利用なし。

◎
影響度
が小さ
い。

2.8 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

0.9 ○ 2期 3
現状より
排出重心
に近い。

61

奥州市-02 ◎

地形は建設
に適してい
る。
地盤も安定し
ている。

〇
漁業権、農業
利用あり。

〇
影響度
が大き
い。

12.9 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

1.0 〇 2期 2
現状とほ
ぼ同等。

90

奥州市-03 〇
地形は建設
に適してい
る。

◎

漁業権、農業
利用あり。
（他の放流方
法も確保し得
る。）

◎
影響度
が小さ
い。

3.7 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

0.9 〇 2期 3
現状とほ
ぼ同等。

84

奥州市-04 ◎

地形は建設
に適してい
る。
地盤も安定し
ている。

〇
漁業権なし、
農業利用あ
り。

〇
影響度
が大き
い。

24.9 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

1.0 〇 2期 2
現状とほ
ぼ同等。

97

一戸町-01 〇
地形は建設
に適してい
る。

◎

漁業権、農業
利用あり。
（他の放流方
法も確保し得
る。）

〇
影響度
が大き
い。

18.5 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

1.0 〇 2期 2
現状とほ
ぼ同等。

98

一戸町-02 〇
地形は建設
に適してい
る。

〇
漁業権、農業
利用あり。

〇
影響度
が大き
い。

16.2 ◎
いわてクリー
ンセンターと
同等。

1.1 〇 2期 1
現状とほ
ぼ同等。

92

雫石町-06 ×

地盤が脆弱
で,河川水量
が多いため建
設には不適

- - - -

４次選定条件

※　建設費と維持管理は概算であり、今後の地盤調査や基本設計等によって増減する。なお、土地取得費等は含まれていない。

その他

現地調査
放流先河川の利

水状況
運搬車両の通行によ

る影響
 埋立1m3当たりの

建設費・維持管理費　※

埋立区域
の規模

◎の数

排出重心からの
距離

評価 評価 評価 評価
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図２－４－１ 整備候補地選定結果位置図 
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第３章 整備候補地の概要 
  

当委員会は、次期産業廃棄物最終処分場の整備候補地を選定するために、以下のとおり審議を行っ

た。 

       

表３－１ 委員会での審議内容 

 

 

その結果、客観的指標や情報をもとに、最終的に次の５か所を整備候補地として選定した。 

それぞれの整備候補地の概要を p35～39に示す。 

 

  

委員会 開催日時 内容

第１回 平成25年７月19日 ・全県からの抽出条件を決定

第２回 平成25年９月26日
・115カ所(26市町村)の調査対象地を選定
・２次選定条件の決定

第３回 平成25年12月26日
・39か所(15市町村)の調査対象地を選定
・３次選定条件の決定

第４回 平成26年５月13日
・10か所(６市町)の調査対象地を選定
・４次選定条件の決定

第５回 平成26年８月４日 ・５か所（５市町）の整備候補地を選定
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花巻市-02（大迫町亀ケ森） 

 

 

 
 

 
＜所在地＞ 

花巻市大迫町亀ケ森 

 

＜概要＞ 

花巻市大迫町亀ケ森地区の赤梅山東側の 30ha のなだらかな沢地である。 

放流先河川は稗貫川で、漁業権が設定されており、また、３団体ほどが農業用水に利

用している。 

排出重心までの距離は 48kmである。 

取付道を 0.7km新設する必要がある。 
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二戸市-01（浄法寺町漆畑） 

 

 

 
 

＜所在地＞ 

二戸市浄法寺町漆畑 

 

＜概要＞ 

二戸市浄法寺町漆畑地区の毛無山北側の 56ha のなだらかな沢地である。 

放流先河川は安比川で、漁業権が設定されており、また、12団体が農業用水に利用し

ている。 

排出重心までの距離は 91kmである。 

取付道を 1.2km新設する必要がある。 
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八幡平市-03（平舘） 

 

 

 
 

＜所在地＞ 

八幡平市平舘 

 

＜概要＞ 

八幡平市平舘地区の薬師森東側の 39haの平坦な土地である。 

放流先河川は赤川で、漁業権は設定されておらず、また、農業用水にも利用されてい

ない。 

排出重心までの距離は 61kmである。 

取付道を 0.5km新設する必要がある。 
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奥州市-03（江刺区岩谷堂） 

 

 

 
 

 

＜所在地＞ 

奥州市江刺区岩谷堂 

 
＜概要＞ 

奥州市江刺区岩谷堂地区東側の 30haのなだらかな沢地である。 

放流先河川は人首川で、漁業権が設定されており、また、１団体が農業用水に利用し

ている。 

排出重心までの距離は 84kmである。 

取付道を 0.3km新設する必要がある。 
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一戸町-01（楢山） 

 

 

 
 

＜所在地＞ 

一戸町楢山 

 

＜概要＞ 

一戸町楢山地区の八戸自動車道に近接する 39haの平坦な土地である。 

放流先河川は小井田川で、漁業権が設定されており、また、個人数人が農業用水に利

用している。 

排出重心までの距離は 98kmである。 

取付道を 0.3km新設する必要がある 
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第４章 資料編 

資料１ 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備候補地選定委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 本県における循環型社会の形成を推進する公共関与による産業廃棄物最終処分場の整備候

補地の選定等を行うため、平成25年３月に策定した「産業廃棄物最終処分場整備基本方針」に基づ

き、公共関与型産業廃棄物最終処分場整備候補地選定委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌し、知事に提言する。 

(1) 公共関与による産業廃棄物最終処分場の整備候補地の選定に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、岩手県環境生活部長が委嘱する委員をもって組織する。 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、平成26年度末までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

（代理出席） 

第６条 第３条に規定する委員が会議に出席できないときは、当該委員は、委員長の許可を受けて委

員以外の者を出席させることができる。 

２ 前項により許可を受けた代理出席者は、委員会において委員と同一の権限を有する。 

 

（会議） 

第７条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 委員会の議事は、議長を除く出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときには、委員会の会議に関係者の出席を求めて意見を聴くこと

ができる。 
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（委員の守秘義務） 

第８条 委員は、検討の過程で知り得た事実、情報等のうち、個人、法人その他の団体の権利利益

を害するおそれがあるもの及び事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを、他人に漏

らしてはならない。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、岩手県環境生活部資源循環推進課において行う。 

 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成25年６月１日から施行する。 
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資料２ 産業廃棄物最終処分場整備基本方針（平成 25 年３月策定）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 自県（圏）内処理や循環型社会構築のために３条例を制定 

■ モデル施設の「いわてクリーンセンター」を公共関与により整備 

■ 県内の産業廃棄物管理型最終処分は実質的に「いわてクリーンセンター」のみ 

■ 東日本大震災津波による災害廃棄物や放射能の影響等で埋立期間が４年程短縮 

背 景 

 

最終処分場整備の進め方 

○平成 32 年度時点での埋立予測量：４万４千トン 

○１期 15 年とした場合の必要容量：66 万立方メートル 

※災害や経済状況の変化に対応（拡張の必要性） 

 ⇒２期、可能であれば３期分の建設が可能な用地の確保が必要 

①埋立容量

ｙ 

 

○全県を対象 

②候補地選定範囲

ｙ  

○外部有識者による委員会により選定 

③候補地選定方法 

○焼却施設等の付帯施設の整備は、 

 現状では不要 

○将来需要を想定し、用地を確保 

○事業方式は、公共関与を前提として 

 検討のうえ早急に決定 

○運営主体もなるべく早期に確定 

④付帯設備 ⑤運営主体 

 

■ 産業廃棄物の適正処理の推進 

■ 県内経済産業の振興に寄与 

■ 災害廃棄物等、その性質や発生量により市町村では処理が困難な廃棄物の最後の

受け皿 

必要性 



 

 

 


